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この講座は、確定拠出年金制度の内容が法令等でどのように定められているのかを、条文を確認しながら説明す

る講座です。そのまま読み進めても理解しやすい構成になっていますが、主な条文を記載していますので、対応

箇所を確認しながら学習すると、より理解が深まります。今回のテーマは「事業主掛金（額の算定）」です。 

 

第 39 講 「事業主掛金（額の算定）」 
（確定拠出年金法第４条ほか） 
    

 企業型年金では、事業主は、年に１回以上、定期的に掛金を拠出しなければなりません。事業主掛金の額の算定に

関する規定としては、確定拠出年金法第４条（企業型年金規約の承認の基準等）、第 19 条（事業主掛金及び企業型年

金加入者掛金）などがあり、この他に法令解釈や確定拠出年金Ｑ＆Ａに詳細な記載があります。まず、主な条文をみ

てみましょう。 

確定拠出年金法第４条（承認の基準等） 

第 1 項 厚生労働大臣は、（略）申請に係る規約が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、（略）承認をするも

のとする。 

（略） 

三 事業主掛金について、定額又は給与に一定の率を乗ずる方法その他これに類する方法により算定した額によ

ることが定められていること。 

（以下略） 

 

確定拠出年金法施行令第６条（企業型年金に係る規約の承認の基準に関するその他の要件） 

第１項 法第四条（略）の政令で定める要件は、次のとおりとする。 

   （略） 

二 事業主掛金の額の算定方法（略）は、特定の者について不当に差別的なものでないこと。 

 （以下略） 

   

 

 確定拠出年金法第 19 条第２項により、事業主掛金の額は、企業型年金規約で定められます。 

もっとも、企業型年金規約に定めれば、どのような算定方法でも良いということではありません。企業型年金規約

の内容は、確定拠出年金法第４条に定める承認基準を満たすものでなければならないからです。 

事業主掛金の額の算定方法として認められるのは、第４条第１項第３号により、①定額、②給与に一定の率を乗ず

る方法、③その他これに類する方法（①及び②の方法により算定した額を合算する方法）の３つです。ただし、用い

ることができるのはこれらの方法のうちいずれか１つであり、企業型年金規約に、複数の掛金の算定方法を設けるこ

とはできません（確定拠出年金Ｑ＆Ａ No.65）。また、簡易企業型年金の場合は、確定拠出年金法施行令第 10 条の３

により、①の定額のみが認められます。 

法令解釈第１．２（１）～（３）には、掛金の算定に関する詳細が記載されています。 

定額については、基本的には企業型年金加入者の全員が同額となるようにしなければなりません。ただし、「短時間・

～条文を確認しながら理解する～ 

 



有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針」（同一労働・同一賃金ガイドライン）の

基本的な考え方を踏まえ、労働協約等における給与及び退職金等の労働条件が異なるなど、加入者の資格を区分する

ことに合理的な理由がある場合は、区分した資格ごとに事業主掛金の「額」に差を設けることができます（確定拠出

年金Ｑ＆Ａ No.51）。 

定率の場合は「率」に差を設けることはできませんが、その率を乗ずる対象である給与について、一定の範囲のも

のを給与とみなすことが認められています。法令解釈では、以下のものを給与とみなすことができるとされています。

ただし、いずれの場合も、確定拠出年金法施行令第６条第１項第２号により、事業主による恣意性が介入するおそれ

がなく、特定の者について不当に差別的でないことが要件となります。 

事業主掛金の額の算定基礎となる給与として用いることができる給与には次のものがあります。 

① 給与規程に定められた給与 

  この場合、基本給だけでなく、役職手当、特殊勤務手当、技能手当等、毎月一定額が支給され、本来基準内賃金

とみなされるものは給与とすることができます。また、賞与を含めることもできます。この場合、賞与の額を支給

される月の掛金の算定基礎とすること、及び賞与の額を 12 で除した額を各月の掛金の算定基礎に含めることのいず

れも認められます（確定拠出年金Ｑ＆Ａ No.60）。 

  なお、就業規則等により日給者と月給者の区分が定められている場合は、日給者の月給換算は原則として就業規

則等の定めによるものとし、就業規則等による定めがない場合は 20～30 倍の範囲で換算します。 

② 退職金規程に定められた給与、企業型年金のために定められた給与 

例えば、複数の企業が加入する基金等から企業型年金に移行する場合であって、基金等の掛金率の設定が企業に

より異なっていたときに、企業ごとに、企業型年金のための給与制度を定めることで、定率であっても、移行前の

制度の実態に近い事業主掛金の設定が可能となります（確定拠出年金Ｑ＆Ａ No.53） 

③ ポイント制によるポイント 

  給与規程や退職金規程に定められているポイント制により算出した額を給与とみなすことができます。ただし、

確定給付企業年金で認められているポイントの要件に準じて、a.昇格の規定が明確に定められていること b.同一

の加入者期間を有する加入者について最大ポイントと最小ポイントの格差が過大でないこと ｃ.事業主が恣意的

に決められるものではなく数理計算が可能であること、の要件を満たす必要があります（確定拠出年金Ｑ＆Ａ 

No.55）。 

④ 厚生年金保険の標準報酬月額 

  この場合、標準報酬月額に標準賞与額に相当するものと加えることもできます。 

なお、何を給与とみなすかについては、前述のように、複数の企業が同一の企業型年金規約のもとで実施する場合

において企業ごとに定めることができるほか、同一の企業内でも、退職金規程等の定めに基づいて従業員の区分に応

じて異なる給与を用いることが認められます。例えば、年俸制の従業員に対してはポイント制により算出した給与を

用い、それ以外の従業員に対しては基本給を用いることができます（確定拠出年金Ｑ＆Ａ No.54）。 

  このように、事業主掛金の算定における「定額」「定率」は、あくまでも、一つの額、一つの率であることが求めら

れますが、給与については一定の範囲のものを給与とみなすことができます。これにより、企業型年金（簡易企業型

年金を除く）では、一定程度、柔軟な掛金の額の算定が可能になっているといえます。ただし、退職金規程等による

根拠が必要であり、特定の者に対して不利益な取り扱いは認められないこと、事業主が恣意的に決めることは認めら

れないことなどには留意が必要です。確定拠出年金Ｑ＆Ａには、ここで挙げた事例のほかにも具体的な事例の可否が

記載されていますので参照にすると良いでしょう。 

  次回は、「運営管理機関の業務管理態勢」です。 

 ※記載内容は 2025 年４月 1日現在の法令に基づくものです。  

※条文の主要箇所には下線が引いてありますので、 読み進める際の参考にしてください。 


